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☆☆ お知らせ ☆☆ 

   ●第３回オンラインde何でも相談会開催！ 

    10月6日（火）15時～17時 予約不要 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5870 

●ふうたのワンポイントレッスン 

「比較推奨」：本紙に後掲しています。 

●9/3人材育成研修会セミナー 

動画編集の後に限定公開ご案内予定です 

スケジュール等はホームページの 

トップ画面からご確認いただけます

https://www.osakadaikyo.or.jp/ 

 

大阪代協セミナー情報 

10月22日（金）15：30～17：00 

都市型震災で何が起こるか⁈ 

★ご案内リンク入り口 

 

Check!理事会 

 ８月は理事会がありませんので、下記のお知らせをも

ってCheck理事会に代えさせていただきます。 

●活力ある代理店制度研究会（活力研）開催 

 金融庁との意見交換会を踏まえ、日本代協と損保会社との
論議が行われました。日本代協HP会員専用書庫に議事録

が掲載されています。 

https://www.nihondaikyo.or.jp/ 

  

●日本代協ニュース（情報版）を掲載しています 

日本代協の野元専務が業界の最新情報を取りまとめて発信

しています。現在 Vol.35です。バックナンバーも掲載中で

す。 

   https://www.osakadaikyo.or.jp/info/3432 
 

●無料法律相談の日程が確定しました 

  相談内容は問いません。是非ご利用下さい。 
https://www.osakadaikyo.or.jp/member/management/lawyer 

 2021年 9/8丸山先生・10/13大塚先生・11/10斎藤先生 

12/8宇田先生 

2022年 2/9堀井先生 ・3/9村田先生 ・4/13山崎先生 

5/11磯野先生・ 6/8丸山先生・7/13大塚先生 

 

 
 

 

所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

北摂  ㈱ シーアンドエム   損保ジャパン 

北摂  ㈱ｱﾙﾌｧ･ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ     三井住友海上 

南大阪 オートボディ堺          東京海上日動 

どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m 

Challenge５０ 

８月に迎えた新しい仲間です！ 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5870
https://www.osakadaikyo.or.jp/
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5750
https://www.nihondaikyo.or.jp/
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/3432
https://www.osakadaikyo.or.jp/member/management/lawyer
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～代理店賠償責任保険はまさに代理店の自賠責保険～ 

Webセミナー「体制整備と代理店の賠償責任～消費者に信頼される代理店になるために～」を開催 

大阪代協Ｗｅｂセミナー「体制整備と代理店の賠償責任～消費者に信頼される代理店になるために～」が、８月

２４日（火）午後３時から、開催されました。講師は、日本代協新プラン委託講師の杉山幹久氏です。 

開催にあたり、山中尚会長が挨拶に立ち「今年も地域を問わず豪雨に見舞われています。島根の友人代理店か

ら、洪水が訴訟案件になるとの相談を受けました。異常気象による事

案だけではなく、様々な原因により代理店賠責を引き受ける保険会社

や日本代協への相談が増え続けています。昨今気になるのは賠償請求

額、訴訟額の高額化です。最近にも代理店が保険会社から訴えられ、

最終的に数千万円で和解したといった話を聞き及んでいます。代理店

賠償責任保険の必要性を実感しています。本日のセミナーには１００

名近い保険会社の社員さんもご参加していただいています。保険会

社、代理店のお互いのためにも、ぜひとも御社の代理店の皆様に代理

店賠償責任保険に加入することをお勧めください。この保険はまさに

代理店の自賠責保険です」と、代理店賠償責任保険への加入を呼びか

けました。 

セミナーでは、冒頭、杉山氏が昨年まで勤めていた保険会社の

担当部署において、全国の代理店から 1日に３～５件、年間では

７３５～１２２５代理店から自らの保険募集行為に関する相談を

受けていたと話し、いかに日常的にトラブルが発生しているかを

強調しました。 

その上で、損害保険代理店におけるコンプライアンスについて

説明。基本的なルールを定めた法律として、２００８年に成立し

た「保険法」により告知義務の概念が大きく変わり、２０１６年

に施行された改正「保険業法」によって代理店が主役になるとと

もに保険募集、代理店経営のハードルが高くなったと述べました。 

保険募集の基本的ルールである「意向把握義務」で

は、従来の意向確認に加え、募集プロセスにおいて、

顧客ニーズに合致した保険商品を適切に選択・購入で

きるようにするための対応が求められるとし、例え

ば、顧客から「あなたに任せる」と言われて代理店が

保険商品を選ぶのは、特定の判断を示す意向ではなく

意思を示すものであり、意向把握したことにはならな

いと述べました。 

また、情報提供義務は、原則として「契約概要」

「注意喚起情報」を記載した書面（例：重要事項等説明書）等を用いるなどの一律・画一な手法で行われることで

あるとし、特に重要事項説明書を常備・携行しこれを提示しながらお客様に説明することの重要性を強調しまし

た。「つい・うっかり・うろ覚え」は虚偽説明につながるとして注意を促しました。また、補償漏れからくるトラ

ブルを防ぐために、情報提供の一環として、考えられるリスクを補償するすべての特約を提示し、必要性の低いも

のから省いていく方法もあると説明しました。 

山中会長 

杉山幹久氏 
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保険募集人に対する体制整備義務では、ある全国規模の代理店が実践している「３プラス１運動」を紹介。１回

に２時間の説明を３回行ってから契約へと導き、さらにその後にお客様に届いた保険証券を持って来店していただ

き、そこでお客様の意向と契約内容が合致しているかをもう一度説明するといった、予習・復習的に意向把握する

取り組みが求められるとしました。 

続いて、代理店と法律上の責任について説明があ

り、代理店賠責の対象となるのは過失等により第三者

に損害を与えたときに発生する損害賠償責任、すなわ

ち民事上の責任で、刑事上の責任や行政上の責任は対

象とならないと述べました。民事上の責任の根幹をな

すものは「不法行為責任」と「債務不履行責任」で、

さらに「信義誠実の原則」があります。「不法行為責

任」とは、〝故意または過失によって他人の権利また

は法律上保護される利益を侵害した者は、これによっ

て生じた損害を賠償する責任を負う〟もので、自動車

事故で他人にケガをさせ損害を与えた場合等が典型的なケースです。一方、「債務不履行責任」は、〝債務者が、

その債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる

〟ものです。 

「信義誠実の原則」は、〝権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない〟と定めら

れており、保険代理店は、独立の商人として独立した責任を有しており、保険契約者の信頼を裏切らないよう行動

する信義則上の義務を負っています。代理店の固有の責任が認められた裁判例として、自動車保険の事故処理トラ

ブルに伴って自動車保険を他社に切り替えられたことから、その後の火災保険の満期について契約者の妻にその旨

を伝えたものの、信頼関係が薄れてきたこと等から更新する意思がないものと代理店は判断。その後火災が発生

し、保険金の支払いを受けられなかったことから損害賠償請求を受けたものがあります。結果は、単に形式的に満

期の通知を行うだけでなく、更新手続きを行わない契約者に対し、信義則上、契約更新の意思を確認すべき義務を

有するとして代理店に２０％の責任があるとされました。ちなみに保険会社の責任は認められていません。（松山

地裁：１９９６年８月２２日判決） 

そして、杉山氏は、トラブルを防止する「『プペ

ポ』の原則」を紹介。『プ』は、「フルプレミアム」

のことで、〝お客様への見積もりは、およそ付帯でき

るすべての特約を網羅した、フルプレミアムで行うべ

し〟ということ。『ペ』は、「フルページ」のこと

で、〝お客様に説明する重要事項等説明書は、商品改

定などあった際には、フルのページで読破しておくべ

し〟ということ。『ポ』は、「フルポリシー」のこと

で、〝（可能であれば）お客様に保険証券が届いたタ

イミングで、保険証券の掲載内容につき、指差しし確

認かたがた、フルのポリシーを説明すべし〟ということです。最後に、１７例の損害保険トラブルと２例の生命保

険トラブルを紹介した後、今後は、個人情報保護法の改正に伴うトラブルが増えることが予想され、気をつけてほ

しいと締めくくりました。 

セミナーは、組織委員会の辻本壽雄委員長が「トラブル事例でヒヤッとされた方もおられたと思います。つい・

うっかり・うろ覚えで責任が問われます。ぜひとも代理店賠償責任保険へご加入ください」と挨拶し、閉会となり

ました。 

（記事：新日本保険新聞社） 

辻本委員長 
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～家計をスリムにするテクニック～ 

北大阪支部 セミナー＆支部会 

 

７月２８日（水）大阪代協事務局会議室とＺｏｏｍで支部会とセミナーを開催しました。 

 

今月のセミナーは、下記の２つのテーマで実施しました。 

 

 

 

 

 

 

① ～誰でもできる家計見直し術～ ☆カンタン☆ラクチン☆スグデキル☆ 

 

東京海上日動あんしん生命社の辻内 雅里奈氏を講師にお迎えし、ふるさ

と納税の仕組みやお得な情報、クレジットカードを利用したときに付くポイントの活

用方法、教育費用の見直し、住宅ローンの借り換え、そして欠かせない生命保険

の見直しと多種多様な角度で生活全般を見直しながら節約する方法を伝授して

いただき、とても役立つ情報ばかりであっという間の１時間でした。 

 

 

② ～台風シーズンに備えてのご注意点～ ☆カバトタコとは？？☆ 

 

東京海上日動社の板東 由華 氏を講師にお迎えし、これからの台風シーズンに備えての対策術に関しての

アドバイスをしていただきました。 

火災保険の大事な見直しポイントは「家財」「水災」の付保と、連絡先

として「携帯番号」を必ず申込書に記入し、顧客情報として保険会社と共

有することが大事と教えて頂きました。 

 いざという時にお客様を守れる補償内容になっているか、災害の時にす

ぐに保険が役に立つような準備ができているか代理店としての備えを早急

にしておかないといけないと思いました。 

 

ちなみに、カバトタコとは、カ：火災、バ：爆発、ト：盗難、 

タ：台風、コ：洪水の事で

す。車両保険の限定危険（Ａ）で補償されるリスクを説明する

時に「カバトタコ」を使うのだそうです。自動車も台風や洪水

で被害を受けることが多いので、少なくともエコノミータイプ

の車両保険は付帯をお勧めした方が良いと思いました。 

 

（記事：北大阪支部 有澤副支部長） 

  

 

 

 

① ～誰でもできる家計見直し術   ～ ☆カンタン☆ラクチン☆スグデキル☆ 

 

② ～台風シーズンに備えてのご注意点～ ☆カバトタコとは？？☆ 
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    ～BCPは「最初から完璧を目指さない」～ 

７月２８日 阿倍野支部 第３回支部会を開催 

７月支部会のご報告です。 

 

情報提供の部 
今月は自動車買取サービスを行っている株式会社ＪＣ

Ｍの永井様にご参加頂き、自社のＰＲおよび情報提供を

行っていただきました。 

限られた時間の中で熱意のあるプレゼンテーションが行

われました。 

 車両入替でディーラーに車の下取りを検討されている

客様がおられましたら是非、ＪＣＭ社の買取りとの併用

の検討をお奨めして下さい。ＪＣＭならでは特典もあり

お客様サービスに繋がります。 

勉強会の部 

７月の勉強会テーマは「ＢＣＰ」に関する内容でした。 

今期阿倍野支部では支部会員さん２名１組チームを作り、各支部会の勉強会の部を企画担当して頂くという運

営方法を行っております。 

７月担当の支部会員、妹尾さんが日本代協の提供するＢＣＰツールを用いて実際にＢＣＰを策定頂きまし

た。 

 策定する中で強く感じられたこと、それは「最初から完璧を目指

さない」そして「できるところから手を付ける」とのことでした。 

実際に日本代協のＢＣＰシートは項目が非常に多く、少人数の代

理店にとっては活用が難しいと感じられる方も多数おられました。 

そんな中でＢＣＰの根本に立ち返り意見交換をしていく中で、第

一に大切なことは「身内や従業員の安否確認」そして「電力の確

保」であると認識しました。 

最終的な結論としてＢＣＰシートは様々なものがありますが、自分の代理店に合ったものを活用して徐々に

アップデートしていくことでより良いものになっていくのではないかと話がまとまりました。 

最後に情報提供として大阪府が提供する「超簡単版ＢＣＰこれだけは！シート」は非常にシンプルで導入に

は適しているとの声もありましたので、こちらも共有しておきます。 

議事の部 

理事会報告では下記内容の報告が行われました 

・企画環境委員会アンケート 

・ＡＩコネクト 説明会共有 

・大阪代協主催 代理店賠責セミナー  

・北摂支部主催 映像に学ぶ減災のヒント 

次回支部会は９月２２日（水）１８：００～リモートにて開催予定です。 

多数のご参加お待ちしております。 

 

                            (記事：阿倍野支部 西村支部長） 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/2792
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp.html
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5547
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5750
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～冷静に自分にとってより良い行動や態度を選択する～ 

堺支部 オンラインセミナーを開催 

 

 ７月２９日（木）１６時３０分より堺支部オンラインセミナー（参加者２１名）を開催しました。 

 

 講師に日本アンガーマネジメント協会 ファシリテーター 米

山 万由美氏を迎え、『Ｌｅｔ’ｓ アンガーマネジメント ～

怒りの感情と上手に付き合おう～』をテーマに講演をいただき

ました。 

 アンガーマネジメントとは、イライラや怒りといった感情を

コントロールすることです。講演の中で米山講師からは、怒り

を単純に我慢するのではなく、自分の本当の気持ちや考えを整

理し、冷静に自分にとってより良い行動や態度を選択するため

のテクニックを教わることができました。普段感情に任せて行

動してしまいがちな私にとって、今回のセミナーは、正に目か

らウロコが落ちる思いでした。 

 アンガーマネジメントは、日常の様々な場面で重要です。例

えば、仕事上でお客様に対して怒りをあらわにすることはまず

ありませんが、こちらの思いが伝わらずイライラした時など、

保険会社の担当者や事故センターの担当者に対して辛く当たっ

てしまったことなどがあり、深く反省させられました。 

「怒り」は「エネルギー」であり、「思い」や「信念」の裏返

しと言えなくもなく、全てが悪いわけではありません。しか

し、大声でどなったり、相手を委縮させるような行為は社会的

に許されるものではありません。身近な家族内での行動も含めて、今後、感情に任せていた行為を改めて行き

たいと思います。 

 最後に堺支部では、今後ＺＯＯＭ懇親会やゴルフコンペの開催を予定しております。後日改めて、支部会員

の皆様へ案内のメールをお送りいたしますので、是非ご参加よろしくお願いします。 

                                （記事：堺支部 門口支部長） 
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  お疲れ様です。コロナ感染拡大の終息も見通せないどころか拡大一方で、ますます不透明感が漂っています。何とか乗り
切るしかないのですが、まだしばらくは閉塞感が続く状態で、ご苦労が絶えないことと思います。明けない夜はないとはいいます
が、早く明けて欲しいものです。 

 さて、今回のワンポイントは、保険募集管理の「推奨販売・比較説明」について解説いたします。 

 保険業法改正による新たな募集ルールとして、複数の保険会社商品を取り扱う乗合代理店は、お客様に対して取扱商
品の中から特定の保険会社の商品を選別・推奨して販売する場合（推奨販売）には推奨した商品をどのように選別した
のか、または複数の保険会社の商品を提案し、契約内容を実質的に比較する場合（比較説明）は、お客様が自身の意
向に沿った商品を選択できるように、提案する全ての商品の比較事項を偏りなく説明することが法制化されています。 

 また、比較推奨販売方針を社内規程として定め、全ての募集人に周知徹底しなければなりません。生損保兼営の専属
代理店においても、生損双方の同種の第三分野商品（がん保険、医療保険等）等を販売する場合には上記の対応が
必要となります。 

（１）推奨販売                    

 ケース１：お客様の意向に沿って比較可能な商品を選別し、商品を推奨する場合（施行規則第 227 条の２第３項
第４号ロ）  

 《説明すべき内容》 
   候補となる比較可能な対象商品の概要および推奨する理由を説明します。取扱商品の中から、お客さまの意向に基

づき、比較可能な商品(募集人が把握したお客さまの意向に基づき、保険の種別や保障(補償)内容等の商品特性等
に基づく商品の絞込みを行った場合には、当該絞込み後の商品)の概要を明⺬し、お客さまの求めに応じて商品内容を
説明します。  

 

 ケース２：代理店独自の推奨理由・基準に沿って商品を選別し、商品を推奨する場合（施行規則第 227 条の２第
３項第４号ハ） 

 《説明すべき内容》                     

   乗合代理店の独自の推奨理由・基準としては、様々な内容が考えられますが、いずれの場合においても、その理由が
合理的なものであるとともに、理由が複数ある場合にはその主たる理由をわかりやすく説明する必要があります。また、推
奨理由・基準が合理的か否かは個別具体的に判断することとなりますが、代理店の経営方針に基づいていることについ
て明確に伝える必要があります。 
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（２）比較説明 

 注意点 複数の保険会社の保険商品を販売する代理店が、お客さまに対し、複数の保険会社の商品を提案し、契約内
容を実質的に比較する場合は、お客さまが自身の意向に沿った商品を選択できるように、提案する全ての商品
の比較事項を偏りなく説明(以下「比較説明」)します。 (保険業法第 294 条、第 294 条の 3、施行規則第
227 条の 2 第 3 項第 4 号、第 227 条の 14、監督指針 II-4-2-9(5))  

 《説明すべき内容》 
    比較説明を行う場合、ある特定の商品の有利な部分のみ説明し、当該商品の不利な部分を説明しない等、お客さ

まが誤解するような説明・表⺬を行ってはいけません。 

     特に、お客さまに特定の商品を推奨販売する際、その商品の優位性を⺬すために他の商品との比較説明を行う場
合は、お客さまが契約に際して正確な判断を行えるよう、次のア.およびイ.のような比較に必要な事項を包括的に説明
する必要があります。(保険業法第 300 条第 1 項第 6 号、 監督指針 II-4-2-2(9)、II-4-2-9(5)(注 2))  

     ア．当該他の商品の全体像や特性 

     イ．推奨する商品の優位性の根拠 

 

    保険のように内容が難しい商品を、比較したり、推奨したりすることは簡単ではなく、しっかりとした体制が必要です。代
理店監査で募集人ヒヤリングを行うと、上記のような推奨販売・比較説明について明確に答えられないことが散見され
ます。 

    取扱保険会社数が少ない場合でも推奨会社、商品を選別している場合には社内規程で販売方針を定めて、研修
などを通じて全ての募集人に周知徹底することが代理店店主には求められます。 

    募集人が規定や方針を適正に理解し、自分の言葉で説明ができているかを点検、チェックするために、ロープレを行う
ことをご提案します。 

 

 

 

   作成：日本創倫株式会社 専務取締役（SEO）オフィサー事業部長  風間利也  

配信：日本代協事務局 

 


